
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
硬度３０乃至８０の反発弾性を有する弾性板材 (2)と、可撓性を有し、且つ、前記弾性板
材 (2)との当接面 (12)に凹部 (13)又は凸部 (15)を形成した足型 (1)とを重合し、
平行して上下に配置される加圧ローラー (31)(32)によって、当該重合した弾性板材 (2)及
び足型 (1)を挟み込み、順次送り込み加圧し、前記弾性板材 (2)の被加圧部位をローラー軸
方向と平行に、帯状刃 (30)で、足型に当接する側の切断片 (イ )と、外側となる切断片 (ロ )
とに、切断することにより、
上下二枚の切断片 (イ )(ロ )に分断された弾性板材 (2)のうち前記足型 (1)に当接する側とな
る切断片 (イ )を靴中敷若しくは靴中底 (20)とすることを特徴とする靴中底若しくは靴中敷
の製造方法。
【請求項２】
弾性板材 (2)は、足輪郭形状としたことを特徴とする請求項１記載の靴中底若しくは靴中
敷の製造方法。
【請求項３】
硬度３０乃至８０の反発弾性を有し、後記足型 (1)より長さ及び幅寸法の大きい足輪郭形
状の弾性板材 (2)と、可撓性を有し、且つ、前記弾性板材 (2)との当接面 (12)に凹部 (13)又
は凸部 (15)を形成した足型 (1)とを、夫々の中央が略一致するように重合し、
平行して上下に配置される加圧ローラー (31)(32)によって、当該重合した弾性板材 (2)及
び足型 (1)を挟み込み、順次送り込み加圧し、前記弾性板材 (2)の被加圧部位をローラー軸
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方向と平行に、帯状刃 (30)で、足型に当接する側の切断片 (イ )と、外側となる切断片 (ロ )
とに、切断することにより、
上下二枚の切断片 (イ )(ロ )に分断された弾性板材 (2)のうち前記足型 (1)に当接する側とな
る切断片 (イ )を靴中敷若しくは靴中底 (20)とすることを特徴とする靴中底若しくは靴中敷
の製造方法。
【請求項４】
硬度３０乃至８０の反発弾性を有し、後記足型 (1)より長さ及び幅寸法の大きい足輪郭形
状の弾性板材 (2)と、可撓性を有し、且つ、前記弾性板材 (2)との当接面 (12)に凹部 (13)を
形成した足型 (1)とを、夫々の中央が略一致するように重合し、
平行して上下に配置される加圧ローラー (31)(32)によって、当該重合した弾性板材 (2)及
び足型 (1)を挟み込み、順次送り込み加圧し、前記弾性板材 (2)の被加圧部位をローラー軸
方向と平行に、帯状刃 (30)で、足型に当接する側の切断片 (イ )と、外側となる切断片 (ロ )
とに、切断することにより、
上下二枚の切断片 (イ )(ロ )の双方を、靴中敷若しくは靴中底 (20)とすることを特徴とする
靴中底若しくは靴中敷の製造方法。
【請求項５】
凹部 (13)内に開口する貫通孔 (11)を設けたことを特徴とする請求項１、２、３又は４記載
の靴中底若しくは靴中敷の製造方法。
【請求項６】
靴中底 (20)又は靴中敷の材料となる弾性板材 (2)を、上下に配置した加圧ローラー (31)(32
)によるプレスで、弾性部材 (2)の一部を一時的に変形させるための足型 (1)であって、可
撓性を有し、且つ、靴中底 (20)又は靴中敷との当接面 (12)には、プレス時の靴中底 (20)又
は靴中敷を変形させるための凹部 (13)を形成するとともに、該凹部 (13)内に開口する貫通
孔 (11)を設けたことを特徴とする足型。
【請求項７】
靴中底 (20)又は靴中敷の材料となる弾性板材 (2)を、上下に配置した加圧ローラー (31)(32
)によるプレスで、弾性板材 (2)の一部を一時的に変形させるための足型 (1)であって、可
撓性を有し、且つ、靴中底 (20)又は靴中敷との当接面 (12)には、プレス時の靴中底 (20)又
は靴中敷を変形させるための凸部 (15)を形成したことを特徴とする足型。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、靴中敷及び靴中底（以下、端に靴中底等という。）の製造方法、及び該製造方
法において使用される成形足型に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、靴中底等を製造するには、アルミ等の金属製金型を使用した熱プレス成形手段
（以下、先行技術１という。）を用いたり、或いは、モールド等の成形用型により形成さ
れたキャビティ内にポリウレタン等の溶融樹脂を射出する所謂射出成形等の手段（以下、
先行技術２という。）が一般的に行われている。
【０００３】
しかしながら、これら先行技術１及び先行技術２に係る成形手段は、いずれも高温条件が
必要であることから、作業安全性にも問題が生じやすく、また、設備稼動コストも上昇す
ることとなる。
【０００４】
更に、靴中底自体の単価が非常に安価で利益率が低いことと、金型製作費用が非常に高価
であり、且つ当該靴中底のサイズに併せて、夫々複数個の金型を要する場合も多いことか
ら、当該金型製作費用は企業の利益を大きく圧迫することとなり、使用できなかったり、
また使用する場合にも十分な利益を得ることが困難な場合も多かった。
【０００５】
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また、先行技術１のような熱プレス成形手段を使用する場合、靴中底の生産量は通常の規
模の製造装置で１日当たり１５０足分程度のものであり、生産効率を改善する必要があっ
た。
【０００６】
これに加えて、熱プレス成形の場合には、製品として得られる靴中底等の起伏部分にはプ
レスによる応力が集中し、当該起伏部分の密度が高くなり、これに伴って硬度も高くなる
ことから、当該靴中底等を使用した靴を履いた場合に、起伏部分が固く、足裏に対するフ
ィット感を得られず、違和感や痛みを生じたり、歩行時には、足の疲れを招来する原因と
なっていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は以上の事情に鑑みてなされたものであり、作業安全性を確保でき、設備稼動コス
トを含めた生産コストを大幅に低減することができ、更には、生産効率が高く、また、足
裏の痛み等を生じないでフィット感に優れた靴中敷及び靴中底を得ることができる、当該
靴中敷及び靴中底の製造方法、及び該製造方法に使用する成形型を提供することを課題と
するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
硬度３０乃至８０の反発弾性を有する弾性板材と、可撓性を有し、且つ、前記弾性板材と
の当接面に凹部又は凸部を形成した足型とを重合し、平行して上下に配置される加圧ロー
ラーによって、当該重合した弾性板材及び足型を挟み込み、順次送り込み加圧し、前記弾
性板材の被加圧部位をローラー軸方向と平行に、帯状刃で、足型に当接する側の切断片と
、外側となる切断片とに、切断することにより、当該上下二枚の切断片に分断された弾性
板材のうち前記足型に当接する側となる切断片を靴中敷若しくは靴中底として得ることを
特徴とする靴中底若しくは靴中敷の製造方法を、課題を解決するための手段とするもので
ある。
【０００９】
また、本発明は、上記製造方法を行うに適した、靴中底 (20)又は靴中敷の材料となる弾性
板材 (2)を、上下に配置した加圧ローラー (31)(32)によるプレスで、弾性板材 (2)の一部を
一時的に変形させるための足型 (1)であって、可撓性を有し、且つ、靴中底 (20)又は靴中
敷との当接面 (12)には、プレス時の靴中底 (20)又は靴中敷を変形させるための凹部 (13)を
形成するとともに、該凹部 (13)内に開口する貫通孔 (11)を設けたことを特徴とする足型を
基本とするものである。
【００１０】
【発明の効果】
本発明によれば、反発弾性を有する弾性板材と、可撓性を有し、且つ、前記弾性板材との
当接面に凹部又は凸部を形成した足型とを重合し、平行して上下に配置される加圧ローラ
ーによって、当該重合した弾性板材及び足型を挟み込み、順次送り込み加圧し、前記弾性
板材の被加圧部位をローラー軸方向と平行に、帯状刃で切断する構成としたことによって
、熱源を必要とせず、従って、作業安全性を確保する事ができる。
【００１１】
また、同構成によって、安価な板状の足型を製作して、加圧ローラー間に通し、弾性板材
を切断するのみよいので、高価な成型用金型を製作する必要もなく、極めて安価に、靴中
底若しくは靴中敷を得ることができる。
【００１２】
更に、熱プレス成形や射出成形と異なり、成形後に冷却等の時間や手段を何ら必要とせず
、切断により製品を得た後、直ちに靴内への取付け、若しくは製品としての検査梱包等を
可能とする事ができ、また、弾性板材と足型を重合して、加圧ローラーを通すのみで極め
て簡単に成形できることから、円滑な供給が可能であるとともに、単位時間当たりの生産
量を飛躍的に増加させ、生産効率を高めることができる。
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【００１３】
これに加え、本発明に係る製造方法によって、靴中底及び靴中敷は材料の密度と製品の密
度に差を生じず、起伏部分についても同一の密度、同一の特性を具備したものとなること
から、当該起伏が固くなることもなく、足裏に違和感や痛みを生じ難く、足の疲れを招来
し難いフィット感に優れた靴中底若しくは靴中敷を得ることができる。
【００１４】
また、足型 (1)より長さ及び幅寸法の大きい足輪郭形状の弾性板材と、可撓性を有し、且
つ、前記弾性板材との当接面に凹部を形成した足型とを、夫々の中央が略一致するように
重合した場合には、周縁部を反り上がった起伏形状とすることができ、靴中敷若しくは靴
中底として、フィット感のよい好適な形状とする事ができる。
【００１５】
【発明の実施の形態及び実施例】
図１は本発明の実施例に係る足型 (1)の外面 (10)側を示す平面図、図２は同実施例に係る
足型 (1)の当接面 (12)側を示す底面図、図３は図１におけるＡ－ A断面図、図４は足型 (1)
と弾性板材 (2)との重合状態を示す斜視図、図５は本発明の実施例に係る製造方法の主要
な構成を示す概略説明斜視図、図６は足型 (1)と弾性板材 (2)との重合状態を示す一部拡大
断面図、図７は足型 (1)と弾性板材 (2)とのプレス状態を示す一部拡大断面図、図８はプレ
ス状態から通常状態における起伏部への復帰の状態を示す拡大説明断面図、図９は本発明
の実施例に係る製造方法によって製造された靴中底 (20)の平面図、図１０は図９における
Ｂ－Ｂ断面図、図１１は本発明に係る製造方法によって製造され、起伏による模様を形成
した靴中敷を示す平面図、図１２は本発明の他の実施例に係るプレス状態から通常状態に
おける窪み部の形成の状態を示す拡大説明断面図である。
【００１６】
本発明の実施例に係る靴中底 (20)の製造方法は、図１乃至図３に示すように、後記弾性板
材 (2)との当接面 (12)に凹部 (13)を形成した硬質の足型 (1)と、該足型 (1)と外周輪郭が略
相似形で、且つ、当該足型 (1)より長さ及び幅寸法の大きい弾性板材 (2)とを、図４に示す
ように、双方の中央部を略一致させて、凹部 (13)を有する当接面 (12)側を下にして弾性板
材 (2)に当接するように重合して、図５に示すように、金属製の加圧ローラー (31)を上側
、硬質ゴム製の加圧ローラー (32)を下側として、平行に上下に配置した二本の加圧ローラ
ー (31)(32)間の隙間に順次送り込み加圧するとともに、加圧状態での弾性板材 (2)を、前
記加圧ローラー (31)(32)の軸方向と平行に、帯状刃 (30)で切断し、分断された上下二枚の
切断片 (イ )(ロ )のうち、足型 (1)に当接する側の切断片 (イ )を靴中底 (20)若しくは靴中敷
として得るものである。以下、詳細に説明する。
【００１７】
先ず、本発明の実施例に使用する足型 (1)は、厚さ６ｍｍ程度、硬度９５程度の硬質ゴム
板からなり、図２に示すように、弾性板材 (2)と当接する当接面 (12)側に、足裏の形状に
適合しやすい多様な凹部 (13)を形成し、各凹部 (13)の中央には、図１の外面 (10)及び図３
のＡ－Ａ断面図にも示すように、貫通孔 (11)が形成されている。当該足型 (1)は、一般向
けに量販される硬質ゴム板を利用して容易に製作することができ、非常に安価なものとす
ることができるものである。
【００１８】
また、当該実施例に係る弾性板材 (2)は、図４の斜視図中に示すように、ＥＶＡ（エチレ
ン酢酸ビニル共重合体）を使用しており、予め厚さ６ｍｍ程度、幅、長さは前記足型 (1)
より２０ｍｍ程度ずつ長い寸法を有する足裏輪郭形状となっている。このように、足型 (1
)よりも幅、長さを大きくしたのは、足型 (1)と重合した状態において、当該足型 (1)の周
囲に弾性板材 (2)の周縁部 (22)がはみ出すこととなり、該はみ出した部分が、最終的に靴
中底 (20)若しくは靴中敷の周縁部 (22)の反り上がった起伏形状となり、靴中底 (20)若しく
は靴中敷の形状として好適となるためである。
【００１９】
次に、図５に示すように、スイッチを入れることによって相互に正逆回転方向に軸動する

10

20

30

40

50

(4) JP 3965568 B2 2007.8.29



、平行した二本の加圧ローラー (31)(32)間に、足型 (1)と、当該足型 (1)より長さ及び幅寸
法の大きい弾性板材 (2)とを、双方の中央部を略一致させて重合し、当該足型 (1)を上側と
して送り込む。ここで、本実施例においては、二本の加圧ローラー (31)(32)は、上側に金
属製の加圧ローラー (31)、下側に硬質ゴム製の加圧ローラー (32)は硬質ゴム製を相互に平
行として配置することにより、金属の加圧ローラー (31)で十分な加圧を行うとともに、硬
質ゴムの加圧ローラー (32)の摩擦抵抗により、円滑に加圧対象物である足型 (1)及び弾性
板材 (2)を送り出すことができる。尚、本発明においては、前記二本の加圧ローラー (31)(
32)の材質は実施例のものに限られず、例えば、加圧ローラー (31)(32)の二本とも、硬質
ゴム製又は金属製とすることもでき、押圧力、摩擦抵抗を、二本の加圧ローラー (31)(32)
間の最短距離や、当該加圧ローラー (31)(32)の具体的な材質の選択により、調整する事が
できる。
【００２０】
図６に示すように、足型 (1)及び弾性板材 (2)を重合した状態においては、足型 (1)の凹部 (
13)によって空間 (14)が形成されているが、上下の加圧ローラー (31)(32)によって挟みこ
まれることによって、図７に示すように、弾性板材 (2)が凹部 (13)によって形成された空
間 (14)に進入する。また、これに併せて、凹部 (13)に開口する貫通孔 (11)を形成したこと
によって、凹部 (13)によって形成された空間 (14)内の空気は貫通孔 (11)から外部へ逃げる
ことから、当該弾性板材 (2)の進入の妨げとなることを回避することができる。
【００２１】
そして、図７に示すように、加圧ローラー (31)(32)間の最短距離線上には、前記弾性板材
(2)を上下に分断するための帯状刃 (30)が配置されており、加圧ローラー (31)(32)の回転
によって、送り込まれる弾性板材 (2)に対して、当該帯状刃 (30)が、図５に示すように加
圧ローラー (31)(32)の軸方向と平行に移動し、当該弾性板材 (2)を足型に当接する側の切
断片 (イ )と、外側となる切断片 (ロ )とに、切断する。
【００２２】
このうち上側に位置する、切断された足型 (1)に当接する側の切断片 (イ )、即ち、製品若
しくは半製品として得られる靴中底 (20)若しくは靴中敷は、図７と対照すると、切断中に
は図８上図のように凹部 (13)の空間 (14)に嵌り込んだ状態であるが、切断後は、弾性板材
(2)の復元力によって、すぐに変形して、図８下図のように下面側に起伏が形成される。
この際に形成された起伏が、図９及び図１０に示す当該靴中底 (20)若しくは靴中敷におけ
る起伏となる。
【００２３】
また、図１１に示すように、靴中底又は靴中敷の表面に形成する起伏 (21)によって、種々
の模様を現すことができ、これによって、当該靴中底又は靴中敷の意匠を向上させること
ができる。
【００２４】
本発明に係る靴中底 (20)の製造方法を可能とする装置としては、当該構成を基本として新
たに靴中敷、靴中底 (20)の製造装置として製造することができるが、本実施例においては
、上記の構成を有する既存の靴皮革の漉き機を利用することによって行うことができる。
【００２５】
尚、本発明における弾性板材 (2)の硬度は、実施例においては７０のものを使用したが、
本発明は上記硬度のみに限られるものではなく、３０乃至８０程度の硬度においても良好
に使用する事ができる。また、弾性板材 (2)の構成材料は、反発弾性（プレス後の復元力
）を有するものであればよい。そして、当該反発弾性力が大きいほど、起伏 (21)はより明
瞭となるので好ましい。具体的な材質については、特に限定しないが、実施例に開示した
ＥＶＡの他、例えばウレタンフォーム等が好適である。
【００２６】
また、本発明における足型は、実施例においては硬度９５のものを使用したが、本発明は
上記硬度のみに限られず、９０乃至９５で最も好適に使用できる。また、この範囲以外で
あっても、プレス時において、足型自体がプレス圧に負けて凹部によって形成される空間
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内に当該凹部の縁が落込み、起伏 (21)が明瞭に形成できない等の不具合が生じない程度の
硬度があればよいとする趣旨である。
【００２７】
更に、本実施例においては、足型 (1)と、該足型 (1)と外周輪郭が略相似形で、且つ、当該
足型 (1)より長さ及び幅寸法の大きい弾性板材 (2)とによるものであるが、本発明はこれに
限定されるものではなく、足型 (1)と弾性板材 (2)は、外形輪郭が同一のものでもよい。即
ち、例えば、製品となる靴中底若しくは靴中敷の周縁部 (22)を反り上がった起伏形状とし
ない場合に、足型 (1)と弾性板材 (2)は、外形輪郭が同一のものとすることができる。
【００２８】
尚、上記実施例においては、切断された足型 (1)に当接する側の切断片 (イ )については、
勿論靴中底若しくは靴中敷として得るものであるが、切断片 (ロ )についても、靴中底若し
くは靴中敷として使用することができる。
【００２９】
また、上記実施例において、弾性部材 (2)は、予め足輪郭形状とした後加圧していたが、
本発明はこれに限られるものではなく、一般的な取引形態である平板形状等のものを使用
して加圧することもできる。
【００３０】
これに加えて、本発明の足型 (1)の当接面 (12)には、図１２に他の実施例として示すよう
に、前記凹部 (13)に代えて、凸部 (15)を形成することができる。この場合には、弾性部材
(2)における前記凸部 (15)との当接位置の裏面には、加圧後、窪み (23)が形成されること
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る足型の外面側を示す平面図である。
【図２】本発明の実施例に係る足型の当接面側を示す底面図である。
【図３】図１におけるＡ－ A断面図である。
【図４】本発明の実施例に係る足型と弾性板材との重合状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施例に係る製造方法の主要な構成を示す概略説明斜視図である。
【図６】本発明の足型と弾性板材との重合状態を示す一部拡大断面図である。
【図７】本発明の足型と弾性板材とのプレス状態を示す一部拡大断面図である。
【図８】プレス状態から通常状態における起伏部への復帰の状態を示す拡大説明断面図で
ある。
【図９】本発明の実施例に係る製造方法によって製造された靴中底の平面図である。
【図１０】図９におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図１１】本発明に係る製造方法によって製造され、起伏による模様を形成した靴中敷を
示す平面図である。
【図１２】本発明の他の実施例に係るプレス状態から通常状態における窪み部の形成の状
態を示す拡大説明断面図である。
【符号の説明】
(1) 　　足型
(10)　　外面
(11)　　貫通孔
(12)　　当接面
(13)　　凹部
(14)　　空間
(15)　　凸部
(2) 　　弾性板材
(20)　　靴中底（靴中敷）
(21)　　起伏
(22)　　周縁部
(23)　　窪み
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(30)　　帯状刃
(31)　　加圧ローラー
(32)　　加圧ローラー
(イ ) 　　切断片
(ロ ) 　　切断片

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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